
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
百
七
十
八
号

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
の
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
期
限
）

第
一
条

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
令
和
六
年

能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
定
義
務
（
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
義
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
不
履
行
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
義
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
免
責
に
係
る
期
限
（
以
下
「
免
責
期
限
」
と
い
う
。）は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
と
す
る
。

一

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
義
務

二

道
路
運
送
車
両
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
義
務

三

道
路
運
送
車
両
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
義
務

四

道
路
運
送
車
両
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義
務

五

道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を
受
け
る
義
務

六

道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
返
納
の
義
務

七

道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義
務

（
公
益
法
人
認
定
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
作
成
等
の
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
期
限
）

第
二
条

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
定
義
務
の
不
履
行
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
義
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
免
責
期
限
は
、
令
和
六
年
七
月
三
十
一
日
と
す
る
。

一

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
公
益
法
人
認
定
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
作
成

及
び
備
置
き
の
義
務

二

公
益
法
人
認
定
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
作
成
及
び
備
置
き
の
義
務
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三

公
益
法
人
認
定
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
法
人
認
定
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
産
目
録
等
の
提
出
の
義
務

四

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
整
備
法
」
と
い
う
。）第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）第
百
二
十
九
条
第
一
項（
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
規
定
す
る
計
算
書
類
等
及
び
整
備
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
目
的
支
出
計
画
実
施
報
告
書
の
提
出
の
義
務

（
宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毎
会
計
年
度
終
了
後
の
財
産
目
録
及
び
収
支
計
算
書
の
作
成
等
の
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
期
限
）

第
三
条

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
定
義
務
の
不
履
行
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
義
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
免
責
期
限
は
、
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
と
す
る
。

一

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毎
会
計
年
度
終
了
後
の
財
産
目
録
及
び
収
支
計
算
書
の
作
成
の
義
務

二

宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し
の
提
出
の
義
務

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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夫




